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第５回
９月定例会歳出78億6965万円を認定

令和２年度　一般会計決算 　

　
令
和
３
年
９
月
定
例

会
が
９
月
６
日
か
ら
10

日
ま
で
の
日
程
で
開
催

さ
れ
ま
し
た
。

　
令
和
２
年
度
の
一
般

会
計
、
各
特
別
会
計
の

決
算
で
は
、
２
日
間
を

設
け
て
審
査
し
た
結

果
、
認
定
し
ま
し
た
。

　
ま
た
、
補
正
予
算
、

条
例
の
一
部
改
正
、
議

員
発
議
を
含
む
11
件
を

原
案
の
と
お
り
可
決
し

ま
し
た
。

　町の財政状況を客観的に表し、財政の健全化や
再生が必要か判断するため、次の４点の指標で示
されます。

実質赤字比率
黒字のため算定されません。
⇒ 　普通会計（公営事業会計を除く全ての会計）

に生じている赤字の大きさを、財政規模に対す
る割合で表したもの。

連結実質赤字比率
黒字のため算定されません。
⇒ 　全会計に生じている赤字の大きさを、財政規

模に対する割合で表したもの。

※金額は全て万円未満を切り捨てて　　いるので、合計額と一致しません。

実質公債費比率
7.6％（前年比0.1％）≪基準25％≫
⇒ 　借入金の返済額（公債費）の大きさを、財政

規模に対する割合で表したもの。数値が大きい
ほど、借金の支払が多く、財政運営が大変な状
況です。

将来負担率
21.7％（前年比△11.3％）≪基準350％≫
⇒ 　借入金の現在抱えている負債の大きさを、財

政規模に対する割合で表したもの。

令和２年度決算の健全化判断比率

地方交付税
23億9740万円

国庫支出金
22億1014万円

県支出金
8億7448万円

町債5億1163万円

町税
13億455万円

分担金及び負担金6579万円

使用料及び手数料
5262万円

財産収入8781万円

繰入金6909万円

繰越金1499万円

諸収入9003万円

地方譲与税5554万円

地方消費税交付金
2億8265万円

地方特例交付金ほか各種交付金
3144万円

寄附金1219万円

一般会計歳入
80億6040万円

≪民生費≫
　子育て世帯応援特別給付金
事業 3356万円

≪総務費≫
　新庁舎建設事業
 6649万円

≪総務費≫
　特別定額給付金事業
 13億560万円
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歳入80億6040万円

金額：万円

会計の種類 歳入
（収入）

前年度
との比較

増減率
（％）

歳出
（支出）

前年度
との比較

増減率
（％）

一般会計 80億6040 17億748 26.8 78億6965 15億3172 24.1

特
別
会
計

国民健康保険事業 16億1381 △4804 △2.9 15億9763 △5320 △3.2
後期高齢者医療 1億8487 2221 13.7 1億8188 2165 13.5
介護保険事業 17億6226 3622 2.1 16億9115 1555 0.9
介護サービス事業 903 45 5.3 760 82 12.1
下水道事業 2914 △3 △0.2 2914 △3 △0.2
水道事業

収益的収入及び支出
資本的収入及び支出

2億7479
1100

152
△1060

0.6
△49.1

2億4483
1億1865

489
△377

2.0
△3.1

※ 水道事業における資本的収入額が資本的支出額に不足する額は、当年度分消費税、地方消費税資本的収支調整額、
当年度分損益勘定留保資金、建設改良積立金で補てんした。

令和２年度　一般会計決算 　
≪平成30年度≫
単年度収支額　　１億4772万円
経常収支比率　　99.7％

≪平成31年度≫
単年度収支額　△１億4626万円
経常収支比率　　102.9％

≪令和２年度≫
単年度収支額　　１億3688万円
経常収支比率　　99.9％

○単年度収支額
　家庭で例えると、プラスだと
貯金ができていて、マイナスだ
と貯金を取り崩している状況で
す。１年でどれだけ黒字・赤字
を増やしたかということになり
ます。

○経常収支比率
　比率が高いほど財政構造の硬
直化が進んでいます。家庭で例
えると、自由に買い物する余裕
がない状況です。 ※金額は全て万円未満を切り捨てて　　いるので、合計額と一致しません。

≪教育費≫
　小・中学校の情報教育機器
の整備 9939万円

≪商工費≫
　商工業者及び農林畜産業に
対する緊急支援給付金事業
 1320万円

≪衛生費≫
　全町民インフルエンザ予防
接種助成事業 2445万円

一般会計実質収支

令和２年度会計別決算

一般会計歳出
78億6965万円

議会費6760万円

総務費
21億4103万円

民生費19億4901万円
衛生費
9億9489万円労働費483万円

農林水産業費1億8447万円

商工費1億3329万円

土木費4億2488万円

消防費5億252万円

教育費6億6723万円

公債費6億5227万円

諸支出金1億4758万円

3 のへじ議会だより



▼
令
和
３
年
度
一
般
会

計
補
正
予
算（
第
３
号
）

　
既
定
の
予
算
総
額

に
、
歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ

れ
１
億
円
を
追
加
し
、

補
正
後
の
予
算
総
額
は

69
億
２
５
０
０
万
円
と

な
り
ま
し
た
。

▽
主
な
歳
入
（
収
入
）

補
正
予
算

　
地
方
交
付
税
３
億
２

４
２
０
万
円
余
り
、
前

年
度
繰
越
金
１
億
４
３

０
０
万
円
余
り
を
そ
れ

ぞ
れ
追
加
し
た
ほ
か
、

財
政
調
整
基
金
繰
入
金

を
３
億
６
２
４
２
万
円

余
り
減
額
し
ま
し
た
。

▽
主
な
歳
出
（
支
出
）

補
正
予
算

　
野
辺
地
漁
港
荷
捌
施

設
の
改
築
に
係
る
地
質

調
査
業
務
６
０
０
万
円

を
計
上
し
た
ほ
か
、
財

政
調
整
基
金
積
立
金
に

前
年
度
繰
越
金
７
１
５

▼
令
和
３
年
度
後
期
高

齢
者
医
療
特
別
会
計
補

正
予
算
（
第
１
号
）

　
既
定
の
予
算
総
額

に
、
歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ

れ
２
９
９
万
円
余
り
を

追
加
し
、
補
正
後
の
予

算
総
額
は
１
億
８
８
５

８
万
円
と
な
り
ま
し

た
。

　
歳
入
で
は
、
前
年
度

繰
越
金
を
２
９
９
万
円

余
り
増
額
し
、
歳
出
で

は
、
財
源
調
整
の
た
め

予
備
費
の
増
額
な
ど
を

し
ま
し
た
。

▼
令
和
３
年
度
介
護
保

険
事
業
特
別
会
計
補
正

予
算
（
第
２
号
）

　
既
定
の
予
算
総
額

に
、
歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ

れ
７
５
０
２
万
円
を
追

加
し
、
補
正
後
の
予
算

総
額
は
18
億
３
３
０
６

万
円
余
り
と
な
り
ま
し

９
万
円
を
追
加
し
ま
し

た
。

▼
令
和
３
年
度
国
民
健

康
保
険
事
業
特
別
会
計

補
正
予
算
（
第
１
号
）

　
既
定
の
予
算
総
額

に
、
歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ

れ
５
２
９
万
円
余
り
を

追
加
し
、
補
正
後
の
予

算
総
額
は
16
億
３
３
１

５
万
円
余
り
と
な
り
ま

し
た
。

　
歳
入
で
は
、
一
般
会

計
繰
入
金
を
１
０
８
８

万
円
余
り
減
額
し
、
前

年
度
繰
越
金
を
１
６
１

７
万
円
余
り
増
額
し
ま

し
た
。

　
歳
出
で
は
、
人
事
異

動
に
伴
う
給
与
費
の
減

額
の
ほ
か
、
財
政
調
整

基
金
積
立
金
８
０
８
万

円
余
り
、
県
支
出
金
償

還
金
４
０
１
万
円
余
り

を
増
額
し
ま
し
た
。

た
。

　
歳
入
で
は
、
支
払
基

金
交
付
金
１
０
２
万
円

余
り
、
前
年
度
繰
越
金

７
１
１
０
万
円
余
り
を

増
額
し
、
歳
出
で
は
、

繰
越
金
の
一
部
、
２
３

０
０
万
円
を
介
護
給
付

費
準
備
基
金
に
積
み
立

て
た
ほ
か
、
国
県
支
出

金
等
返
還
金
３
２
４
０

万
円
余
り
、
一
般
会
計

繰
出
金
１
５
４
５
万
円

余
り
を
増
額
し
ま
し

た
。

▼
令
和
３
年
度
水
道
事

業
特
別
会
計
補
正
予
算

（
第
２
号
）

　
収
益
的
収
入
及
び
支

出
の
既
決
予
定
額
に
増

減
は
な
く
、
支
出
に
お

い
て
配
水
及
び
給
水
費

を
２
１
０
万
円
増
額

し
、
同
額
を
予
備
費
か

ら
減
額
し
て
調
整
し
ま

し
た
。

▼
産
業
振
興
促
進
区
域

に
お
け
る
固
定
資
産
税

の
特
別
措
置
に
関
す
る

条
例
の
制
定

　
過
疎
地
域
の
持
続
的

発
展
の
支
援
に
関
す
る

特
別
措
置
法
第
24
条
の

地
方
税
の
課
税
免
除
又

は
不
均
一
課
税
に
伴
う

措
置
が
適
用
さ
れ
る
場

合
等
を
定
め
る
省
令
等

が
公
布
さ
れ
た
こ
と
に

伴
い
、
固
定
資
産
税
の

特
別
措
置
に
つ
い
て
定

め
る
条
例
。

▼
特
定
教
育
・
保
育
施

設
及
び
特
定
地
域
型
保

育
事
業
の
運
営
に
関
す

る
基
準
を
定
め
る
条
例

の
一
部
改
正

　
国
の
特
定
教
育
・
保

育
施
設
及
び
特
定
地
域

型
保
育
事
業
並
び
に
特

定
子
ど
も
・
子
育
て
支

援
施
設
等
の
運
営
に
関

す
る
基
準
の
改
正
に
伴

う
一
部
改
正
。

９
月
定
例
会
で
決
ま
っ
た
も
の

区　　分 　　　　補正額　⇒　予算総額　　

一般会計 　　　　１億円　⇒　６９億２５００万円

国民健康保険事業特別会計 ５２９万３千円　⇒　１６億３３１５万５千円

後期高齢者医療特別会計 ２９９万４千円　⇒　１億８８５８万円

介護保険事業特別会計 　７５０２万円　⇒　１８億３３０６万２千円
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▼
家
庭
的
保
育
事
業
等

の
設
備
及
び
運
営
に
関

す
る
基
準
を
定
め
る
条

例
の
一
部
改
正

　
国
の
家
庭
的
保
育
事

業
等
の
設
備
及
び
運
営

に
関
す
る
基
準
の
改
正

に
伴
う
一
部
改
正
。

▼
過
疎
地
域
持
続
的
発

展
計
画
の
策
定
の
件

　
過
疎
地
域
の
持
続
発

展
の
支
援
に
関
す
る
特

別
措
置
法
第
８
条
の
規

定
に
基
づ
き
、
野
辺
地

町
過
疎
地
域
持
続
的
発

展
計
画
を
定
め
る
も

の
。

▼
野
辺
地
町
議
会
会
議

規
則
の
一
部
改
正

　
会
議
録
を
町
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
上
に
公
開
す
る

た
め
の
一
部
改
正
。

▼
コ
ロ
ナ
禍
に
よ
る
厳

し
い
財
政
状
況
に
対
処

し
地
方
税
財
源
の
充
実

を
求
め
る
意
見
書

　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル

ス
の
感
染
拡
大
は
、
甚

大
な
経
済
的
・
社
会
的

影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る

中
で
、
地
方
財
政
は
、

来
年
度
に
お
い
て
も
財

源
不
足
が
避
け
ら
れ
な

い
厳
し
い
状
況
に
直
面

し
て
い
ま
す
。

　
よ
っ
て
、
国
が
令
和

４
年
度
地
方
財
政
対
策

及
び
地
方
税
制
改
正
に

向
け
て
、
確
実
に
実
現

さ
れ
る
よ
う
要
望
し
ま

す
。

議

員

発

議

議　　案　　名 採　決

報告
令和２年度野辺地町土地開発公社事業報告及び決算について

―
令和２年度一般財団法人野辺地町観光協会事業報告及び決算について

令和２年度
決算

野辺地町一般会計歳入歳出決算の認定を求めるの件

認定

野辺地町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定を求めるの件

野辺地町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定を求めるの件

野辺地町介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定を求めるの件

野辺地町介護サービス事業特別会計歳入歳出決算の認定を求めるの件

野辺地町下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定を求めるの件

野辺地町水道事業特別会計決算の認定を求めるの件

令和３年度
補正予算

野辺地町一般会計補正予算（第３号）

全員賛成可決

野辺地町国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号）

野辺地町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）

野辺地町介護保険事業特別会計補正予算（第２号）

野辺地町水道事業特別会計補正予算（第２号）

条例制定 野辺地町産業促進区域における固定資産税の特別措置に関する条例

条例改正

野辺地町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準
を定める条例の一部を改正する条例

野辺地町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一
部を改正する条例

その他 野辺地町過疎地域持続的発展計画の策定の件

議員発議
野辺地町議会会議規則の一部を改正する規則

コロナ禍による厳しい財政状況に対処し地方税財源の充実を求める意見書

審議した議案の結果
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一
般
質
問

中止した成人式の開催を検討しては
　　　　感染症拡大により開催は困難（教育長）

地域活性化と移住・定住のきっかけに
　　事業の候補として情報収集に努めたい（町長）

大湊　敏行議員

中谷　謙一議員

問
本
年
の
成
人
式
は

全
国
的
な
感
染
症
拡
大

に
よ
り
中
止
と
な
り
ま

し
た
。
本
年
の
対
象
者

か
ら
意
向
を
確
認
し
、

２
年
分
の
成
人
式
を
開

催
し
て
は
。

教
育
長
　
中
止
し
た

成
人
式
に
つ
い
て
は
、

現
在
、
感
染
症
の
収
束

時
期
の
見
込
み
が
非
常

に
難
し
く
、
不
確
実
な

開
催
日
程
で
、
式
が
中

止
、
変
更
と
な
っ
た
際

に
は
、
再
び
新
成
人
及

び
ご
家
族
に
ご
迷
惑
を

お
か
け
す
る
こ
と
と
な

る
た
め
、
開
催
は
難
し

い
と
考
え
て
い
ま
す
。

問
台
風
９
号
の
影
響

で
８
月
10
日
に
避
難
所

開
設
の
情
報
が
防
災
行

政
無
線
で
あ
り
ま
し

た
。
時
間
が
大
分
経
過

し
て
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

に
掲
載
さ
れ
、
町
フ
ェ

イ
ス
ブ
ッ
ク
に
は
全
く

掲
載
さ
れ
て
い
ま
せ
ん

で
し
た
。
早
急
に
対
応

の
改
善
を
。

　
ま
た
、
気
象
庁
、
県

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
等
で
は

随
時
情
報
が
更
新
さ
れ

て
い
る
こ
と
を
よ
り
町

民
に
周
知
す
べ
き
で
は
。

　
併
せ
て
、
町
地
域
防

災
計
画
も
早
急
に
見
直

す
べ
き
で
は
。

町
長
　
馬
門
地
区
に

対
す
る
「
高
齢
者
等
避

難
」
の
発
令
、
避
難
所

開
設
に
つ
い
て
、
自
治

会
長
、
県
、
消
防
、
警

察
等
の
関
係
機
関
に
連

絡
、
防
災
行
政
無
線
で

の
広
報
、
消
防
団
を

招
集
し
て
の
巡
回
広

報
、
避
難
所
で
の
避
難

者
受
入
準
備
を
実
施
し

て
い
た
と
こ
ろ
、
一
ノ

渡
地
区
の
一
部
が
一
時

対
象
区
域
と
な
っ
た
た

め
、
新
た
な
発
令
の
検

討
を
優
先
し
ま
し
た
。

結
果
と
し
て
、
町
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
へ
の
掲
載
が

遅
れ
、
情
報
発
信
手
段

の
一
部
を
活
用
で
き
な

か
っ
た
の
で
、
今
後
の

課
題
と
し
て
備
え
た
い

と
考
え
ま
す
。

　
防
災
情
報
に
つ
い
て

は
、広
報
誌
へ
の
掲
載
、

自
治
会
連
絡
協
議
会
で

の
周
知
等
を
行
い
た
い

と
考
え
て
い
ま
す
。

　
地
域
防
災
計
画
の
修

正
は
、
内
容
等
を
精
査

し
、
令
和
４
年
度
に
実

施
し
た
い
と
考
え
て
い

ま
す
。

問
町
民
へ
の
家
庭
用

水
切
り
器
の
無
償
配
布

に
よ
る
ご
み
処
理
経
費

の
削
減
効
果
の
試
算
と

費
用
対
効
果
は
。

　
本
事
業
の
ね
ら
い
、

目
標
、
取
組
は
。

町
長
　
家
庭
用
水
切

り
器
を
使
用
す
る
こ
と

で
年
間
約
８
０
０
万
円

の
処
理
費
用
の
削
減
効

果
が
あ
り
、
全
世
帯
で

使
っ
て
い
た
だ
く
こ
と

に
よ
り
、
生
ご
み
排
出

量
及
び
町
の
処
理
費
用

負
担
の
軽
減
を
図
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。
町
内

全
域
に
浸
透
す
る
よ
う

更
な
る
啓
発
に
よ
り
、

減
量
化
を
目
指
し
て
い

き
た
い
と
考
え
て
い
ま

す
。

問

サ
テ
ラ
イ
ト
オ

フ
ィ
ス
、
ワ
ー
ケ
ー

シ
ョ
ン
誘
致
が
移
住
・

定
住
の
き
っ
か
け
に
な

る
と
考
え
ま
す
が
、
検

討
し
て
は
。

町
長
　
サ
テ
ラ
イ
ト

オ
フ
ィ
ス
に
つ
い
て

は
、
高
速
通
信
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
及
び
オ
フ
ィ
ス

仕
様
の
建
物
・
設
備
の

整
備
、
通
年
で
の
利
用

方
法
、
地
域
間
競
争
で

抜
き
ん
で
る
補
助
金
等

優
遇
・
支
援
制
度
の
創

設
な
ど
検
討
事
項
が
あ

り
ま
す
。
ワ
ー
ケ
ー

シ
ョ
ン
に
つ
い
て
は
、

保
養
施
設
及
び
観
光
客

の
受
入
体
制
の
整
備
、

企
業
の
認
知
が
必
要
と

考
え
て
い
ま
す
。

　
今
後
の
動
向
を
見
極

め
つ
つ
、
当
町
の
地
域

活
性
化
、
移
住
定
住
を

促
進
す
る
事
業
の
ひ
と

つ
の
候
補
と
し
て
、
必

要
な
情
報
収
集
に
努
め

ま
す
。
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　善政競争の姿勢に変わりはないか
　　　　町政発展に努めていきたい（町長）

江渡　正樹議員

は
、
入
学
者
50
人
を
維

持
し
、
２
学
級
の
ま
ま

継
続
で
き
れ
ば
と
考
え

て
い
ま
す
。

　
入
学
者
確
保
の
た
め

の
支
援
と
し
て
、
進
学

率
向
上
を
目
的
に
学
習

塾
か
ら
の
講
師
派
遣
に

よ
る
学
習
講
座
の
開

催
、
授
業
で
町
の
地
域

研
究
を
す
る
際
の
講
師

派
遣
、
県
教
育
委
員
会

事
業
で
あ
る
町
の
季
節

の
お
宝
Ｐ
Ｒ
動
画
制
作

活
動
へ
の
参
加
な
ど
で

す
。

　
野
辺
地
高
校
の
魅
力

を
よ
り
野
辺
地
中
学
校

に
Ｐ
Ｒ
で
き
る
よ
う
野

辺
地
高
校
の
校
長
と
も

話
し
合
い
を
進
め
て
お

り
ま
す
。

問
県
立
高
校
教
育
改

革
推
進
計
画
第
２
期
実

施
計
画
案
が
公
表
さ
れ

ま
し
た
。
野
辺
地
高
校

が
全
国
募
集
候
補
校
と

な
っ
て
の
対
応
は
。

　
野
辺
地
高
校
の
ア

ピ
ー
ル
ポ
イ
ン
ト
は
。

　
高
校
再
編
へ
の
町
の

対
応
は
。

　
生
徒
確
保
の
た
め
の

野
辺
地
中
学
校
へ
の
対

策
は
。

教
育
長
　
全
国
募
集

の
前
に
野
辺
地
中
学
校

又
は
近
隣
市
町
村
の
中

学
校
か
ら
入
学
で
き
る

よ
う
に
し
ま
す
。

　
野
辺
地
高
校
の
ア

ピ
ー
ル
ポ
イ
ン
ト
は
ス

キ
ー
や
ハ
ン
ド
ボ
ー
ル

以
外
に
教
育
課
程
に
あ

り
ま
す
。
大
学
進
学
を

希
望
す
る
生
徒
へ
の
指

導
と
地
域
課
題
の
解
決

等
を
通
じ
た
探
求
的
な

学
び
の
重
視
に
よ
る
魅

力
あ
る
高
校
づ
く
り
で

す
。

　
高
校
再
編
に
つ
い
て

問
町
長
は
就
任
２
年

目
を
迎
え
ま
す
が
、
今

も
就
任
当
時
の
政
治
姿

勢
に
変
わ
り
は
な
い
の

か
。

　
こ
れ
ま
で
の
実
績
と

残
り
２
年
で
成
し
遂
げ

た
い
施
策
は
。

町
長
　
車
の
両
輪
に

よ
う
に
、
協
力
関
係
を

築
き
な
が
ら
町
政
発
展

に
努
め
て
い
き
た
い
と

考
え
て
い
ま
す
。

　
こ
れ
ま
で
取
り
組
ん

だ
施
策
の
一
端
と
し
て

は
、
役
場
新
庁
舎
建
設

で
あ
り
、
建
設
場
所
や

規
模
等
の
見
直
し
を
行

い
ま
し
た
。
ま
た
、
新

総
合
体
育
館
建
設
事
業

等
を
一
旦
白
紙
に
戻

し
、
財
政
負
担
や
必
要

性
を
見
極
め
て
判
断
し

ま
す
。

　
次
に
、
町
立
小
学
校

の
統
廃
合
で
す
。
令
和

５
年
４
月
に
馬
門
小
学

校
を
若
葉
小
学
校
に
先

行
統
合
し
た
後
、
野
辺

地
小
学
校
に
統
合
す
る

方
針
で
す
。

　
続
い
て
、
第
６
次
ま

ち
づ
く
り
総
合
計
画
の

策
定
で
す
。
町
の
最
上

位
に
位
置
す
る
計
画
で

あ
り
、
町
民
の
皆
様
と

共
有
す
る
ま
ち
づ
く
り

の
行
動
指
針
で
す
。

　
最
後
に
、
新
型
コ
ロ

ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対

策
で
す
。
感
染
拡
大
防

止
、
地
域
経
済
と
町
民

の
生
活
支
援
に
取
り
組

ん
で
き
ま
し
た
。

　
任
期
後
半
で
は
、
安

心
し
て
子
ど
も
を
産
み

育
て
ら
れ
る
環
境
づ
く

り
を
推
進
し
、
若
い
世

代
の
定
住
促
進
に
つ
な

げ
て
い
き
ま
す
。

　
次
に
、
地
域
経
済
の

活
性
化
で
あ
り
、
感
染

症
拡
大
に
よ
り
影
響
を

受
け
て
い
る
商
工
業
者

に
対
し
、
支
援
策
を
充

実
さ
せ
る
と
と
も
に
、

創
業
・
雇
用
支
援
事
業

も
取
り
組
み
ま
す
。

　
最
後
は
、
財
政
健
全

化
に
向
け
た
取
組
の
強

化
で
す
。
取
り
組
む
べ

き
改
善
策
に
対
応
し
な

が
ら
、
更
な
る
取
組
を

模
索
し
、
身
の
丈
に

あ
っ
た
財
政
運
営
に
努

め
ま
す
。

問
世
界
遺
産
「
北
海

道
・
北
東
北
の
縄
文
遺

跡
群
」の
認
定
に
伴
い
、

当
町
の
遺
跡
も
整
備
さ

れ
て
は
。

　
こ
れ
に
関
連
し
て
、

ふ
る
さ
と
納
税
返
礼
品

に
Ｔ
シ
ャ
ツ
や
半
纏
を

製
作
さ
れ
て
み
て
は
。

町
長
　
ま
ち
づ
く
り

総
合
計
画
に
掲
げ
て
い

る
と
お
り
、
保
存
と
活

用
に
取
り
組
み
ま
す
。

教
育
長
　
遺
跡
は
発

掘
調
査
後
に
下
北
縦
貫

道
が
建
設
さ
れ
た
ほ

か
、
民
有
地
も
含
ま
れ

て
い
る
た
め
、
土
地
を

公
有
化
す
る
必
要
が
あ

り
ま
す
。

　
現
在
、
町
内
外
で
販

売
さ
れ
、
ふ
る
さ
と
納

税
返
礼
品
の
商
品
が
あ

り
ま
す
が
、
多
方
で
活

用
で
き
る
魅
力
的
な
商

品
の
製
作
を
検
討
し
て

い
き
ま
す
。

7 のへじ議会だより



一
般
質
問

財政運営の今後は
　　　経常収支比率の改善に向けた取組と
 努力を続ける（町長）

野辺地高校存続についての考えは
　　　生徒のニーズに応じた教育で
　　 入学者数増に努める（教育長）

赤垣　義憲議員

髙沢　陽子議員

問
令
和
７
年
度
の
経

常
収
支
比
率
の
目
標
値

は
な
ぜ
99
％
か
。

町
長
　
平
成
31
年
度

決
算
の
１
０
２
．
９
％

を
起
点
と
し
、
見
通
し

で
は
令
和
６
年
度
に
１

０
５
％
を
超
え
る
お
そ

れ
が
あ
っ
た
の
で
、
１

０
０
％
を
切
る
数
値
設

定
を
指
示
し
ま
し
た
。

改
善
効
果
の
具
体
的
な

目
標
値
と
し
て
、
歳
入

で
は
増
税
関
連
の
交
付

金
等
の
増
、
国
・
県
支

出
金
の
増
、
使
用
料
等

の
増
が
想
定
さ
れ
、
歳

出
で
は
、人
件
費
の
減
、

公
債
費
の
減
、
補
助
費

等
の
減
、
事
務
費
の
減

を
想
定
し
て
い
ま
す
。

問
経
常
収
支
比
率
改

善
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ
ー

ム
の
現
在
の
取
組
は
。

町
長
　
補
助
金
等
の

抑
制
を
検
討
し
て
お
り

ま
す
が
、
団
体
の
事
業

推
進
の
妨
げ
に
な
ら
な

い
こ
と
を
念
頭
に
お

き
、
抑
制
方
針
を
検
討

し
て
い
ま
す
。

問
公
共
施
設
に
つ
い

て
、
個
別
施
設
計
画
の

と
お
り
実
施
さ
れ
て
い

る
の
か
。

　
施
設
の
老
朽
化
が
深

刻
だ
が
、
ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル
案
ど
お
り
実
施
す
る

の
か
。

　
多
く
の
町
民
が
利
用

す
る
施
設
を
優
先
的
に

建
て
替
え
る
考
え
は
。

町
長
　
概
ね
計
画
の

ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
案
ど
お

り
実
施
し
て
い
ま
す
。

　
今
後
も
ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル
案
ど
お
り
実
施
し
て

い
く
予
定
で
す
。

　
中
央
公
民
館
や
町
立

体
育
館
は
、
長
寿
命
化

の
対
応
を
検
討
し
て
い

ま
す
。

　
本
計
画
の
見
直
し
時

期
に
、
状
況
が
大
き
く

変
わ
っ
て
い
る
場
合
に

は
、
施
設
の
維
持
、
改

修
の
方
針
を
変
更
す
る

可
能
性
が
あ
り
ま
す

が
、
現
在
は
変
更
を
考

え
て
お
り
ま
せ
ん
。

問
夏
、
庁
舎
内
環
境

は
劣
悪
、
こ
の
ま
ま
の

環
境
で
、
執
務
さ
せ
る

の
か
。

　
コ
ロ
ナ
禍
の
業
務
に

お
け
る
、
職
員
の
ス
ト

レ
ス
に
つ
い
て
は
。

　
コ
ロ
ナ
禍
で
、
庁
舎

内
で
の
執
務
が
多
く

な
っ
た
、
こ
の
機
会
に

町
長
が
職
員
と
面
談
し

て
み
て
は
。

町
長
　
新
庁
舎
建
設

を
計
画
ど
お
り
進
め
る

こ
と
が
最
善
と
考
え
て

い
ま
す
。

　
業
務
量
が
多
く
な
る

場
合
は
、
任
用
職
員
の

雇
用
、
業
務
分
担
の
見

直
し
な
ど
に
よ
り
ス
ト

レ
ス
緩
和
に
努
め
て
い

ま
す
。

　
職
員
か
ら
職
務
の
悩

み
や
要
望
等
に
耳
を
傾

け
る
機
会
を
も
ち
た
い

の
で
す
が
、
組
織
に
支

障
を
き
た
し
か
ね
な
い

の
で
、
ま
ず
は
、
課
を

中
心
に
職
員
同
士
の
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が

大
切
と
考
え
て
い
ま
す
。

問
町
と
し
て
野
辺
地

高
校
存
続
を
県
な
ど
に

要
望
す
る
べ
き
と
考
え

る
が
、
２
ク
ラ
ス
維
持

を
含
む
野
辺
地
高
校
の

将
来
に
つ
い
て
考
え

は
。教育

長
　
町
と
し
て

は
、
学
習
塾
か
ら
の
講

師
派
遣
に
よ
る
学
習
講

座
の
開
催
な
ど
、
入
学

者
確
保
に
向
け
た
支
援

を
し
て
い
ま
す
。ま
た
、

高
校
改
革
推
進
計
画
地

区
意
見
交
換
会
に
お
い

て
、
町
の
考
え
は
述
べ

て
い
ま
す
。
今
後
も
野

辺
地
高
校
と
の
連
携
を

図
り
、
学
級
数
の
維
持

に
努
め
て
い
く
考
え
で

す
。
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家
の
適
正
管
理
を
促
し

て
い
ま
す
。
市
町
村
の

空
き
家
対
策
は
、
法
に

よ
り
既
に
空
き
家
と

な
っ
て
い
る
建
物
に
対

し
て
、
措
置
で
き
る
も

の
で
あ
り
、
居
住
状
態

の
段
階
か
ら
、
想
定
し

て
調
査
を
行
う
こ
と
は

難
し
い
と
考
え
て
い
ま

す
。

　経常収支比率の今後の見通しは
　　令和７年度決算で
　　　　経常収支比率９９．０％を目指す（町長）

戸澤　栄議員

ル
の
予
防
策
と
し
て
、

自
治
会
主
体
の
「
み
ん

な
の
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
」

「
介
護
予
防
サ
ー
ク
ル
」

町
主
体
の
「
介
護
予
防

教
室
」
の
実
施
を
拡
大

し
た
い
と
考
え
て
い
ま

す
。

問
過
去
に
町
営
の
合

葬
墓
に
つ
い
て
検
討
し

た
経
緯
は
。
今
後
、
共

同
墓
地
、
合
葬
墓
形
式

の
施
設
建
設
の
考
え

は
。

町
長
　
平
成
15
年
に

検
討
し
た
経
緯
は
あ
り

ま
す
が
、
着
手
に
至
り

ま
せ
ん
で
し
た
。

　
各
寺
院
が
既
に
設
置

又
は
近
い
将
来
設
置
す

る
計
画
し
て
い
る
よ
う

な
の
で
、
町
営
で
合
葬

墓
建
設
の
検
討
は
考
え

て
い
ま
せ
ん
。

　
現
在
も
一
人
暮
ら
し

で
身
寄
り
の
な
い
方
が

お
亡
く
な
り
に
な
ら
れ

た
場
合
、
町
で
相
続
人

等
を
探
し
、
身
内
が
い

な
い
場
合
は
、
町
が
火

葬
、
供
養
、
納
骨
を
さ

せ
て
い
た
だ
い
て
い
ま

す
。

問
65
歳
以
上
の
現
在

の
ワ
ク
チ
ン
接
種
率
、

野
辺
地
病
院
で
の
接
種

が
は
か
ど
ら
な
い
理

由
、
64
歳
か
ら
12
歳
ま

で
の
接
種
券
発
行
状
況

と
予
約
状
況
、
ワ
ク
チ

ン
供
給
状
況
、
コ
ロ
ナ

フ
レ
イ
ル
予
防
の
取
組

は
。

町
長

65
歳
以
上
の

９
割
が
予
約
し
、
接
種

が
完
了
す
る
予
定
で

す
。
野
辺
地
病
院
を
か

か
り
つ
け
医
と
し
て
い

る
方
が
多
か
っ
た
の
で

す
が
、
高
齢
者
の
２
回

目
接
種
は
８
月
末
に
完

了
し
て
い
ま
す
。

　
接
種
券
の
発
送
は
全

て
の
対
象
者
に
発
送
済

み
で
、
８
月
２
日
か
ら

予
約
受
付
、
３
日
か
ら

接
種
が
開
始
さ
れ
て
い

ま
す
。
県
か
ら
の
ワ
ク

チ
ン
分
配
量
は
緩
慢
に

な
っ
て
い
る
状
況
で

す
。

　
コ
ロ
ナ
禍
で
高
齢
者

が
外
出
を
控
え
る
こ
と

で
、活
動
性
が
低
下
し
、

心
身
が
虚
弱
す
る
状
態

に
陥
る
コ
ロ
ナ
フ
レ
イ

問
令
和
２
年
度
決
算

の
経
常
収
支
比
率
が
１

０
０
％
を
切
る
こ
と
が

で
き
た
が
、
今
後
の
見

通
し
は
。

町
長
　
改
善
の
主
な

要
因
は
、
予
算
編
成
に

お
け
る
マ
イ
ナ
ス
シ
ー

リ
ン
グ
等
に
よ
り
、
経

常
経
費
の
抑
制
に
努
め

て
き
た
こ
と
、
特
に
、

職
員
の
危
機
意
識
の
も

と
、
執
行
段
階
で
の
経

費
の
節
減
等
の
努
力
が

基
礎
と
な
っ
て
い
ま

す
。

　
今
後
は
、
歳
出
に
お

い
て
、
公
債
費
と
扶
助

費
な
ど
が
若
干
増
加
す

る
見
込
み
で
あ
り
ま
す

が
、
施
設
管
理
費
等
を

節
減
す
る
方
針
で
取
り

組
む
こ
と
で
大
幅
な
増

加
は
し
な
い
と
見
込
ん

で
い
ま
す
。
今
年
度
の

歳
入
に
お
い
て
は
、
現

在
、
十
分
な
経
常
一
般

財
源
を
確
保
で
き
る
も

の
と
見
込
ま
れ
、
経
常

収
支
比
率
は
更
に
改
善

で
き
る
と
考
え
て
い
ま

す
。

　
令
和
４
年
度
以
降

は
、
町
税
を
は
じ
め
と

す
る
歳
入
を
正
確
に
予

測
す
る
こ
と
は
難
し
い

で
す
が
、
歳
出
で
あ
る

経
常
経
費
の
抑
制
に
努

め
、
令
和
７
年
度
決
算

に
お
け
る
経
常
収
支
比

率
99
％
に
す
る
と
い
う

目
標
は
達
成
し
た
い
と

考
え
て
い
ま
す
。

問
定
期
的
に
民
生
委

員
、
自
治
会
、
町
が
協

力
し
て
現
状
を
確
認

し
、
県
外
の
家
族
に
報

告
す
る
こ
と
で
、
町
と

の
信
頼
関
係
を
深
め
問

題
解
決
に
つ
な
が
る
と

思
う
が
、
空
き
家
対
策

に
つ
い
て
の
考
え
は
。

町
長
　
当
町
で
は
、

既
に
空
き
家
と
な
っ
た

建
物
の
軒
数
を
把
握

し
、
近
隣
の
景
観
や
生

活
環
境
等
に
悪
影
響
を

及
ぼ
す
お
そ
れ
の
あ

る
、
適
切
に
管
理
さ
れ

て
い
な
い
空
き
家
に
対

し
て
、
所
有
者
や
相
続

人
等
を
調
査
し
、
空
き
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≪学校教育課≫
◆GIGAスクール構想
・ コロナウイルス感染症等による臨時休校の際

に緊急対応としてオンライン学習ができる
よう整備している。

・ ICT活用に教員間で格差があるため、研修会
を開催して教員の能力向上を図りたい。

・ 本年から数年は、授業での活用を基本として、
全ての教員が授業でタブレットを活用でき
るよう研修会を開催したい。

　委員からの要望
　 「来年度はICT支援員の確保に努めてほし

い。」
≪社会教育・スポーツ課≫
◆町立体育館及び馬門公民館の現状
・町立体育館は修繕計画に沿って管理する。
・ 馬門公民館は大規模修繕は予定していない。
　委員からの質問
　「体育館は、何年維持していく計画か。」
　町からの回答
　「延命して使用していきたい。」

≪建設水道課≫
◆工事等発注状況
◆今後の主な発注予定
≪農林水産課≫
◆令和３年度の主な事業の進捗状況
◆ 野辺地柴崎風力発電事業における安全確保

のための通行止め
　委員からの質問
　 「地まきホタテ稚貝放流事業に対する補助は

継続していくのか。」
　町からの回答
　「３年間継続する予定。」
≪健康づくり課≫
◆ ７月末現在の新型コロナウイルスワクチン

接種事業の進捗状況
・65歳以上の高齢者は大筋７月中に終了。
・ 町独自の優先接種の対象者である高齢者・障

がい者の事業所職員、保育所・幼稚園の職員、
野辺地警察署職員及び町内小中高校に勤務
する職員・町放課後児童クラブ職員は７月末
に終了。

・ 64歳以下の基礎疾患を有する方は７月５日か
ら、64歳から12歳までの方は８月４日から接

≪地域戦略課≫
◆ 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨

時交付金事業
・ 「子育て世帯に対する商品券給付事業」及び
「高齢者生活支援商品券給付事業」は、８月
３日から引き換えを開始した。

・ 「新生児応援特別給付事業」は７人の申請、「飲
食店家賃支援事業」は17件の申請、「公共交
通事業者等交通対策維持支援事業」は７事業
者の申請があった。（７月28日現在）

　委員からの質問
　 「給付事業は、商品券ではなく現金の方が使

いやすいのでは。」
　町からの回答
　 「町内の内需拡大を重視した結果、商品券を

給付することにした。」
≪総務課≫
◆のへじファン・ミーティングの実施報告
・ ７月12 ～ 17日の６日間、５会場で延べ84人

の参加があった。
　委員からの要望
　 「町民の提案に対し、町で実施した事例があ

る場合は、ホームページ等で周知してほし
い。」

種を開始した。
・ 全体の接種終了見込みは、７月から国からの

ワクチン供給がペースダウンしたことによ
り、２回接種が終了するのは、現時点では12
下旬になると想定している。

・ ワクチン接種後も引き続き感染症予防対策の
必要性を広報等で周知する。

・ 海外渡航に限定して発行する「ワクチン接種
証明書」がスタートしたが、国内においては、
一般的に発行される「接種済証」で接種歴が
確認できる。

　委員からの要望
　 「町民のコロナに対する感染予防の意識を高

めるため広報等を活用し、より一層周知して
ほしい。」

≪地域戦略課≫
◆ 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨

時交付金事業
◆のへじ祇園まつり検討会
◆観光物産ＰＲセンターの感染症対策
　委員からの質問
　「祇園まつり検討会での検討内容は。」
　町からの回答
　 「現状把握として、まつり全般について意見

をいただく機会にしたい。」

総務常任委員会
―　所管に属する事務調査　－　８月５日

建設産業保健衛生常任委員会
―　所管に属する事務調査　－　８月６日

委
員
会
レ
ポ
ー
ト
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全
員
協
議
会

◆ 令和２年度決算に係る財政指標（速報）につ
いて

　〔財政課〕
　令和２年度決算を整理、分析して、経常収支
比率を算出したところ、99.9％（速報値）となっ
た。
　現在、町では、平成31年度決算における経常
収支比率が102.9％となったため、経常収支比
率プロジェクトチームを発足し、改善案の検討
を始め、今年度から具体的に取り組んでいる。

≪経常収支比率が改善した主な要因≫
歳入　⇒　 普通交付税、地方消費税交付金、法

人事業税交付金の増
歳出　⇒　 物件費の減（新型コロナウイルス感

染症の拡大防止対策における施設
休止期間の光熱水費、出張等におけ
る公用車の燃料費）

請願・陳情とは　　
　請願とは、憲法第16条に規定された国民の権
利であり、町政等に対する意見や要望を文章に
して、議会を通じて働きかけを行う制度です。
　請願は、紹介議員が必要ですが、陳情は必要
ありません。
提出されると　　　
　町議会では、請願が提出されると、本会議に
おいて、その内容に関係する常任委員会に審査
を付託します。陳情は議会運営委員会におい
て、常任委員会に審査を付託するか陳情書の写
しの配布のみとするかを審査します。
　付託された請願・陳情は、常任委員会で内容
を十分に審査して、「採択」か「不採択」の結
論を出し、議長に報告します。請願の場合は、
紹介議員から請願の内容について説明も受け
ます。最終的には、本会議において議会として
の結論が出され、採択された請願・陳情は意見
をつけて町長や関係行政庁等に送付され、その
実現を要望します。

◆ 野辺地町過疎地域持続的発展計画の策定に
ついて

　〔地域戦略課〕
　令和３年４月１日施行の新たな過疎法であ
る過疎地域の持続的発展の支援に関する特別
措置法において、過疎地域の要件を満たした
ことから、旧過疎法に引き続き過疎地域となっ
た。
　計画を策定する目的は、人口減少が進む中で
あっても住みよく機能的で魅力あるまちづく
りを進めるため、新過疎法に示された事項に基
づき計画を策定するもの。
　計画に登載された事業は、国の支援を受けな
がら、特に交付税算入のある過疎対策事業債を
活用できるようになり、町の負担が少なく、一
定の財源を確保しながら、事業の実施が可能に
なります。また、産業の振興の項目で、産業振
興促進区域として記載しなければ、税制上の措
置が適用とならないことからも計画を策定す
る。

注）
・上記様式を参考に簡潔にまとめてください。
・ 定例会初日（３、６、９、12月）の10日前ま

でに提出してください。
・ 国会等へ意見書の送付を希望する場合は、意

見書案も添付してください。

請　願 ・ 陳　情

全 員 協 議 会

○年○月○日

野辺地町議会議長宛

提 出 者 住所
氏名 ㊞

※記名押印又は署名
紹介議員 ○○ 〇〇 ㊞
（陳情は紹介議員不要）

〇〇〇に関する請願書（陳情書）

（趣旨）…要旨や要求する内容
（理由）…経緯や現状・背景等

（要望事項）
1.・・・
2.・・・

A4 縦長及び横長

〇〇〇に関する意見書

（本文）・・・・

以上、地方自治法第９９条の規定に
より意見書を提出する。

○年○月○日

青森県野辺地町議会

（意見書の送付先）
・衆議院議長
・参議院議長
・内閣総理大臣 等

８月２４日
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紅
葉
が
美
し
い
季
節
と
な
り

ま
し
た
。
家
族
で
、
或
い
は
友

人
と
食
事
や
観
光
に
出
か
け
た

い
と
こ
ろ
で
す
ね
。
町
で
は
コ

ロ
ナ
感
染
症
対
応
臨
時
交
付
金

事
業
を
各
種
実
施
し
て
い
ま
す
。

も
れ
な
く
活
用
し
て
、
経
済
の

活
性
化
に
活
か
し
て
い
き
た
い

も
の
で
す
。
コ
ロ
ナ
感
染
症
拡

大
も
よ
う
や
く
落
ち
着
き
を
見

せ
て
は
い
ま
す
が
、
油
断
す
る

こ
と
な
く
予
防
を
徹
底
し
て
ま

い
り
ま
し
ょ
う
。

（
髙
沢
）

編

集

後

記

７
月

6
日
　
広
報
委
員
会

16
日
　
十
符
ヶ
浦
海
水
浴
場

　
　
　
開
き

　
　
　
広
報
委
員
会

21
日
　
郡
町
村
議
会
議
長
会

　
　
　
定
例
会８

月

5
日
　
総
務
常
任
委
員
会

6
日
　
建
設
産
業
保
健
衛
生

　
　
　
常
任
委
員
会

19
日
　
戦
没
者
追
悼
式

24
日
　
全
員
協
議
会

30
日
　
議
会
運
営
委
員
会

９
月

6
日
　
定
例
会
初
日

　
　
　（
提
案
理
由
等
）

7
日
　
定
例
会
２
日
目

　
　
　（
一
般
質
問
）

8
日
　
定
例
会
３
日
目

　
　
　（
決
算
議
案
審
議
）

9
日
　
定
例
会
４
日
目

　
　
　（
決
算
議
案
審
議
）

10
日
　
定
例
会
５
日
目

　
　
　（
議
案
審
議
）

ご意見をお聞かせください！

議 会 の 動 き

　広報委員会では、町民の皆様のご意見をお聞
かせいただき、今後の議会だよりの編集に反映
して、読みやすい
紙面づくりを目指
しています。ぜひ、
ご意見ご要望を議
会事務局までお寄
せください。

　　１２月 ８ 日（水）
　　　開会、提案理由、
　　　委員会報告等

　　１２月 ９ 日（木）
　　　一般質問

　　１２月１０日（金）
　　　議案審議等、閉会

　いずれも９時３０分開会予定です。日程は変更になる場合があります。
　詳しくは議会事務局までお問い合わせください。
　傍聴の際は、マスクの着用等感染症対策にご協力をお願いします。

　町の魅力いっぱいの写真をお待ちしています。
写真（jpgデータ）のほか、お名前と写真の題名
もお知らせください。
　提供いただきました写真を本誌の表紙に掲載さ
せていただきました。ご提供ありがとうございま
した。
　野辺地町議会事務局
　電　話　0175－64－2111（代表）
　メール　gikai@town.noheji.lg.jp

のへじ議会だよりに
　　　表紙写真をお寄せください

12月定例会の予定

広
報
委
員
会

委
員
長
　
大
湊
　
敏
行

副
委
員
長
　
髙
沢
　
陽
子

委
　
　
員
　
江
渡
　
正
樹

　
　
　
　
　
中
谷
　
謙
一

　
　
　
　
　
野
坂
　
　
充

　
　
　
　
　
赤
垣
　
義
憲
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